
1 
 

第三期和歌山県教育委員会障害者活躍推進計画 

 

令和 8年 4月 1日 

和歌山県教育委員会  

 

和歌山県教育委員会障害者活躍推進計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

35年法律第 123号。以下「障害者雇用促進法」という。）第 7条の 3に基づき、和歌山県

教育委員会が作成する障害者活躍推進計画である。 

 

1.計画の趣旨 

 平成 30年に、国及び地方公共団体の機関の多くにおいて、障害者雇用率制度の対象障

害者の不適切な計上があり、本県教育委員会においても障害者雇用率について再調査を実

施したところ、算入の誤りが判明した。令和元年の障害者雇用促進法の改正を受け、本県

教育委員会では、令和 2年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までを期間とする「和歌山県

教育委員会障害者活躍推進計画」（以下「当初計画」という。）を作成した。また、令和

5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までを期間とする「第二期和歌山県障害者活躍推進計

画」を作成し、計画のもと、関係課室等が一体となり、障害者の雇用の促進や職場環境の

改善に取り組んできた。 

しかしながら、令和 7年 6月 1日時点における本県教育委員会の実雇用率は 2.54%とな

っており、法定雇用率を下回る状態にある。 

このことを重く受け止め、民間の事業主に対して率先垂範する観点からも、法定雇用率

を達成することはもとより、障害者一人一人が、その障害特性や個性に応じて能力を有効

に発揮できることを目指し、障害者雇用に取り組むことが重要である。 

このような取組を不断に実施するため、自律的なＰＤＣＡサイクルを確立できるよう、

令和 8年度からの 3年間を期間とする「第三期和歌山県教育委員会障害者活躍推進計画」

（以下「本計画」という。）を作成する。 

 

2.計画の期間 

 本計画の期間は、令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日までの 3年間とする。 

 

3.計画の推進体制 

 本計画は、本県教育委員会の任命する職員（非常勤職員を含む。）を対象としており、

計画の着実な推進のため、障害者雇用促進法第 78条により選任された障害者雇用推進者
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をはじめ、各関係課室等が一体となって取り組む。 

 

4.計画の公表について 

計画を作成し、又は変更したときは、ホームページへの掲載により、公表する。 

 また、目標の達成に向けて、職員全体で取り組むため、計画の公表に際し、職員に向けた

通知やイントラネットへの掲載等により、適時・適切に周知を行う。 

 

5.計画に基づく取組の実施状況の公表について 

本計画に基づく取組の実施状況（以下「実施状況」という。）については、ホームペー

ジへの掲載により毎年公表する。 

 また、計画の公表時と同様に、実施状況の公表に際しても、職員に向けた通知やイント

ラネットへの掲載等により適時・適切に周知を行う。 

 

6.本県教育委員会の障害者雇用における状況と課題 

(1) 法定雇用率の達成状況 

本県教育委員会では、平成 21年度より、教員選考試験において「身体に障害のある人

を対象とした選考」を設定し、受験の際に支障がないよう配慮している。さらに、平成

28年度実施の選考試験からは、一般選考とは別枠で「障害者枠」を設定し、若干名を募

集している。 

県立学校事務職員の選考試験についても、平成 21年度より身体障害者を対象とした募

集を別枠で実施し、令和元年度実施の試験からは、受験資格を変更し、知的障害者、精

神障害者も含め受験可能となるように対象を拡大した。 

また、非常勤職員については、平成 26年度から、教育委員会事務局及び県立学校にお

いて障害者を対象とした業務補助職員を採用している。 

このように障害者の雇用を拡大してきた結果、本県教育委員会の実雇用率は令和 4年

6月 1日時点までは法定雇用率未満であったが、令和 5年 6月 1日時点で 2.63%となり、

法定雇用率を達成した。令和 6年 4月には法定雇用率が 2.7％に引上げられたが、本県

教育委員会の実雇用率は令和 6年 6月 1日時点では 2.82%となり、法定雇用率を達成し

た。 

しかしながら、令和７年４月１日には、法定雇用障害者の数を算出する際の除外率が

10ポイント引き下げられたことにより、令和 7年 6月 1日現在の県教育委員会の実雇用

率は 2.54%となり、法定雇用率は未達成の状況にある。 

早期に現在の法定雇用率を達成することは勿論のことだが、都道府県教育委員会の法



3 
 

定雇用率は令和 8年 7月に 2.9%へと引上げられることから、より一層、教育委員会事務

局及び学校での障害者雇用を進めていくことが必要である。 

 

(2) 職員アンケート調査について 

 障害のある職員を対象に働きやすい職場環境整備に向けたアンケート調査（以下、「ア

ンケート調査」という。）を実施し、職場環境の現状把握と課題抽出を行った。得られた

意見を踏まえ、本計画に反映させるものとする。 

 

7.障害者活躍推進に向けた取組 

 (1)平等な採用及びキャリア形成に向けた取組 

  募集・採用に当たっては、「特定の障害を排除し、又特定の障害に限定する。」「自

力で通勤できることといった条件を設定する。」「介助者なしで業務遂行が可能といっ

た条件を設定する。」「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けら

れることといった条件を設定する。」「特定の就労支援機関からのみの受入れを実施す

る。」といった不適切な取り扱いを行わない。 

  また、正職員としてだけでなく、正職員の補助を行う業務補助職員や、短時間勤務の

非常勤職員等、職務内容や勤務時間等においても多様な任用形態を整えることにより、

個人が障害の種別や程度に応じてキャリアを選択できる体制の整備を進めていく。 

なお、多様な働き方を提示するため、引き続き業務の整理を行い、配属先の拡充に努

める。  

 

 (2) 職場環境の改善に向けた取組 

  障害のある職員からの要望を踏まえ、必要に応じ環境の整備について検討を行う。 

さらに、職場における日頃の声掛けや、定期的な面談等を通じて、適時、必要な配慮

等を把握し、働きやすい環境整備のため継続的に必要な措置を講じていく。 

なお、措置を講じるに当たっては、障害のある職員からの要望を踏まえつつ、過重な

負担にならない範囲で適切に実施する。 

  

(3) 庁内相談体制の整備 

アンケート調査の結果、各職場における相談しやすい環境整備が重要であるとの意見

が多く挙がったことから、障害のある職員の日常の業務や職業生活に関する身近な悩み

等に関する相談体制を明確にする。 

また、庁内の相談体制として「障害者職業生活相談員」を選任し、障害のある職員本

人や、職場の支援担当者等が相談できる窓口の設置を継続するとともに、面談の実施が

難しい職員に対し、電話相談に加え、電子申請システム等を活用した相談窓口の開設を
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検討する。 

相談窓口である教職員課においては、引き続き、障害者の雇用促進等に関する法律第

79条に基づき、障害者職業生活相談員に選任された者（選任予定の者を含む。）につい

て、労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させ、適切な対応がと

れるよう体制を整える。また、現在 1 名配置している障害者職業生活相談支援員による

支援を行っているが、障害のある職員の増加に対応できるよう、必要に応じて支援体制

の拡充を行う。 

加えて、採用や人事異動により、新たに障害のある職員が配属される職場には、本人

の希望を確認し、了解を得た上で、障害特性や必要な配慮についての情報を事前に共有

し、必要に応じ外部の関係機関と連携体制を構築し、適切な支援や配慮を切れ目なく講

じていけるようにする。 

 

 (4) 職員の障害に関する理解促進・啓発のための取組  

職員の障害に関する理解促進・啓発のため、障害理解に関する研修を職員全員が受講

できるよう、毎年継続して研修を開催する。 

また、アンケート調査の結果、研修等により障害に関する知識の習得が必要であると

の意見に加え、障害のある職員と実際に話し合い、本人が必要としている支援等につい

て理解することが重要であるという意見が多く挙がったことを踏まえ、職場単位におい

ても、職場研修時等、定期的に意見交換できる機会を確保し、障害に関する知識や、必

要な配慮について理解定着を図っていく。また、日常においても、相談しやすい環境を

醸成するため、職場内での意識的な声かけを呼びかける。 

 

 (5) 職務内容の満足度向上のための取組 

アンケート調査の結果、業務内容や業務量について、希望や能力が十分に活かされて

いない等の項目が挙がったことを踏まえ、職場における日頃の声掛けや、人事評価時等

の定期的な面談等を通じ、思い込みによる過度な配慮や気遣いではなく、真に必要な配

慮や本人の希望等を把握し、適切な事務分担や遂行可能業務の開拓を行っていく。 

また、障害のある職員への適切な支援や配慮の実施、職務内容や業務量の継続的な見

直しにより職務内容の満足度向上に繋げていく。 

 

 (6) その他の取組 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24 年

法律第 50 号）に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡

大を推進する。 
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8.障害者活躍推進に向けた目標 

 障害者活躍推進計画作成指針（令和元年厚生労働省告示第 198号。）に基づき、障害の

ある職員の職業生活における活躍の推進に関する現状等を把握・分析し、改善すべき課題

について、次のとおり目標を設定する。 

 

 (1) 目標雇用率  

  各年度の 6月 1日時点において、前年度を上回る雇用率を確保しながら法定雇用率達

成を目指す。毎年の任免状況通報により把握・進捗管理を行う。 

 

 (2) 目標定着率 

  職場環境等を理由とする不本意な離職を極力生じさせないよう努め、採用後１年間の

定着率を 100％とすることを目指す。そのために、採用年度ごとの定着率の状況につい

て把握し、管理していく。 

 

 


